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① 獣医師は診療を行い、要した費用を
共済組合に請求する。

② 共済組合は獣医師が行った治療、使
用した医薬品等に応じて、国が定めた
診療報酬（薬価含む。）に基づき共済金
を算定し、共済金を支払う。

家畜共済診療の概要
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③ 加入農家は共済組合に対し共済掛金
を支払う。


